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申告相談には、次のようなものが必要ですの

で、申告会場へ持参してください。

①印鑑

②申告書用紙が届いている人は、その用紙（手

元にない場合は申告会場で用意します）

※申告書は、昨年の申告実績などをもとに、

税の申告が必要であると思われる人に送付

しています。申告書が届いても申告不要な

場合、届かなくても申告が必要な場合もあ

ります。

③源泉徴収票（給与や公的年金など）や各支払

報告書

◎公的年金等を受け

取っている人

税制改正など

で、これまで確定

申告の必要なかっ

た人も確定申告が

必要になる場合が

あります。申告の

際、年金支払者か

ら届く「公的年金

等の源泉徴収票」

を必ず持ってきて

ください。

④帳簿書類や領収書など所得計算に必要なもの

農業、不動産所得の申告をする人は、固定資

産税納税通知書（収支内訳書の記載に必要）

⑤社会保険料をはじめ、生命保険料や損害保険

料の支払証明書

※国民年金保険料の場合は、納めたことを証

明する国から送られてくる「社会保険料

（国民年金保険料）控除証明書」が必要

⑥医療費の領収書（医療費控除を受ける人）

※事前に医療機関別、受診した人ごとに整理、

集計を済ませておいてください。

⑦寄付金の領収書または受領書（寄付金控除を

受ける人）

⑧申告者本人の金融機関の口座番号（所得税の

還付申告を受けようとする人）など

【 用語解説　】
申告に必要なもの

◇所得税の還付申告は、
倉敷税務署で１月４日Eからできます
給与収入や公的年金などの収入のある人で、

医療費控除や扶養控除の所得控除などを追加す

ることにより源泉徴収された所得税が戻ってく

る人は、１月４日eから倉敷税務署で申告を受

け付けています。

市でも還付申告の相談会場（１１ページ参照）

を設けますので、早めに申告を済ませておきま

しょう。

還付申告

所得税の納期限

◇所得税の納期限も３月１５日E
確定申告による所得税の納期限は、確定申告

の提出期限と同じ３月１５日eです。納期限内

に申告・納税を済ませましょう。なお、確定申

告の提出期限を過ぎて申告したり、所得を正確

に申告しなかった場合は、本来の税のほかに延

滞税や加算税が追加されることがあります。

インターネットで申告

◇インターネットで
確定申告書などが作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コ

ーナー」を利用すれば、パソコンで所得税の確

定申告書などが作成できます。また、確定申告

に必要な用紙（申告書や添付書類）や確定申告

に関する手引き、書き方などの情報が掲載され

ています。作成した申告データを電子申告する

こともできます。どうぞご利用ください。

国税庁ホームページアドレス

http://www.nta.go.jp/

公的年金等の源泉徴収票の例

収入金額
その年中に収入すること
が確定したとみなされる金
額。

▽所得控除
所得から差し引くことのできるもので、社会保険料控除、小規模企業共済等掛

金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、雑損控除、
医療費控除、寄付金控除、配偶者特別控除、寡婦（夫）控除、障害者控除、基礎控
除があります。
▽年末調整
給与の支払を受ける人で、毎月源泉徴収されていた所得税額と、その年の給与

の総額について納めなければならない所得税額とを比べて、その過不足を精算す
る手続きのことです。

▽所得
１年間の収入金額から、その収入金額を得るためにその年中に支払

うことが確定した金額（必要経費）を差し引いた額。

※所得の種類として、事業所得（営業・農業・外交員・大工・左官など
から生じる所得）、不動産所得（地代・家賃など）、利子所得、配当所
得、給与所得、雑所得（公的年金等、個人年金、原稿料、シルバー人
材センターからの配分金など）、譲渡所得（分離課税の土地建物等の
譲渡、株式譲渡など）、一時所得（生命保険契約等に基づいて支払を
受け取る満期返戻金など）などがあります。

雑損控除
火災や風水害、盗難など

で受けた被害額から、保険
などで補てんされた金額
と、定められた一定の額を
差し引いた残額。

社会保険料控除
本人や、生計を一にする

配偶者・親族が負担すべき
社会保険料（健康保険料・
国民健康保険税・国民年金
保険料や介護保険料など）
をその年中に支払った場
合、その全額。ただし、年
金から特別徴収された介護
保険料は、本人以外の申告
には使えません。

源泉徴収税額
給与・公的年金等の支払

の際、支払者によって事前
に差し引かれている所得
税。

医療費控除
その年中に病気や出産な
どで支払った医療費の合計
金額から保険などで補てん
された金額を差し引き、さ
らに通常１０万円を差し引
いた残額。

寄付金控除
国や地方公共団体、日本
赤十字社などに寄付した額
によって差し引かれる額が
決まります。

配偶者控除・扶養控除
その年中の合計所得金額

が３８万円以下で生計を一
にする配偶者や扶養親族に
より額が決まります。
※給与収入のみの場合は、
収入金額が１０３万円以
下の配偶者や扶養親族が
対象。

生命保険料控除・損害保
険料控除
それぞれ、その年中に支
払った生命保険料や個人年
金保険料、損害保険料によ
って差し引かれる額が決ま
ります。

申告相談についての問い合わせは
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クローズアップ●確定申告●

▽合計所得金額
分離課税の土地建物など
の譲渡所得に係る特別控除
前で純損失などの繰越控除
の規定を適用しないで計算
した所得金額の合計額。

◆所得税の定率減税が半分に
所得税の定率減税が半分になり

ました。これまで所得税額の２０％（最高で２５

万円）だった減税額が、１０％（最高で１２万５０

００円）になりました。

◆耐震改修費用の１０％を控除
既存住宅の耐震改修（一定の条件を満たすも

のに限ります）をした場合、耐

震改修費用の１０％（最高で２０

万円）が所得税額から控除されることになりま

した。

◆寄付金控除の適用下限額が５０００円に
寄付金控除が適用される下限額が、１万円か

ら５０００円に引き下げられました。

今年の主な変更点
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